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 平成３０年 会議等の名称 検討・審議内容 

 10月 30日 本宮市環境美化推進員会議 ◆第 2次計画の基本的事項、策定方針の説明 

 12月 13日 本宮市議会全員協議会 ◆第 2次計画の基本的事項、策定方針の説明 

 12月 18日 第 1回環境審議会 ◆諮問 

◆第 2次計画の基本的事項、策定方針の説明 

 平成３１年   

  1月 22日 第 2回環境審議会 ◆第 1次計画の評価 

◆地球温暖化対策地方公共団体実行計画の審議 

  2月 13日 第 3回環境審議会 ◆計画の目標、取り組みの審議 

◆計画案の審議 

  2月 28日 パブリックコメント ◆2 月 28 日～3 月 18 日まで回覧文書、市のウェブサ

イト、市役所本庁舎等でパブリックコメントの実施 

  3月 25日 第 4回環境審議会 ◆計画案の審議 

◆答申案の審議 

  3月 25日 市長への答申  

  3月 計画の策定  

 

 

 

 

役職名 氏 名 所属団体等 役職名 氏 名 所属団体等 

会 長 渡邊  明 
福島大学共生システム 

理工学類 特任教授 
委 員 遠藤恵美子 

本宮市婦人団体連合会 

会長 

副会長 遊佐  徹 本宮市環境美化推進委員 委 員 田中美代子 
本宮市女性消防協力隊 

隊長 

委 員 長尾 良夫 
本宮市環境委員会連合会 

会長 
委 員 遠藤美惠子 

ＪＡ女性部仁井田支部 

代表 

委 員 山崎 敏雄 
本宮市区長会連絡協議会 

会長 
委 員 草野 和代 

本宮市小中学校校長会 

岩根小学校長 

委 員 岡田 祐策 
本宮市工業等団地企業 

連絡会 会長 
委 員 奥山 久子 

本宮市立白沢中学校 

ＰＴＡ副会長 

委 員 丸山 京男 本宮市商工会 理事 委 員 根本 良作 一般公募委員 

委 員 渡邉  薫 
本宮市商工会女性部 

部長 
委 員 大塚 幸雄 一般公募委員 

委 員 眞島 和好 
協和交通株式会社 

代表取締役 
※敬称略、委員順不同、所属団体等は委嘱時による 

 

 １ 計画策定の経緯 

 ２ 本宮市環境審議会委員名簿 
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◆諮問文 

３０ 生 第６０９号 

平成３０年１２月１８日 

 

 本宮市環境審議会会長  様 

 

                             本宮市長 高 松 義 行 

 

本宮市第２次環境基本計画の策定について（諮問） 

 

 環境の保全と創造に関する施策を総合的かつ計画的に推進するため、本宮市環境基本条例（平

成２０年本宮市条例第４０号）第１８条の規定に基づき、本宮市第２次環境基本計画の策定につ

いて、貴審議会に諮問します。 

 

◆答申文 

平成３１年３月２５日 

 

  本宮市長 高 松 義 行 様 

 

                              本宮市環境審議会 

                               会長 渡 邊  明 

 

本宮市第２次環境基本計画の策定について（答申） 

 

  平成３０年１２月１８日付け３０生第６０９号「本宮市第２次環境基本計画の策定について

（諮問）」により諮問のあった件について、別冊のとおり答申します。 

なお、本宮市第２次環境基本計画を推進するに当たり、次の事項について留意するようお願い

します。 

記 

 

１．実効性のある計画推進について 

  本計画を推進するに当たっては、毎年度成果の検証と必要な改善を行い、本宮市第２次環境

基本計画の推進を図ること 

 

 ３ 諮問・答申 
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○本宮市環境基本条例 

平成20年9月18日 

条例第40号 

 

私たちのまち本宮市は、福島県のほぼ中央に位

置し、市の中心部には阿武隈川の流れとともに、

平地が広がり、東部は、阿武隈山系からなる山並

みや丘陵地、西部には安達太良山から連なる山並

みを有し、水と緑豊かな恵みを受けている。 

このような自然地形条件の下に、動植物が生息

し、河川、ため池、森林等の自然資源が確保され

ているまちであるとともに、昔から交通の要衝で

もあり、先人たちの努力により産業がバランスよ

く発達してきた。 

しかし、近年の社会経済活動は、大量生産、大

量消費、大量廃棄などにより資源やエネルギーを

消費し、自然の再生能力を超えるような負荷を与

えることとなり、環境の劣化が大きく進み、持続

可能な社会の維持が難しい状況にある。 

このような環境への影響は、地域社会にとどま

らず、地球規模までに広がり、ますます複雑・多

様化する様相を呈する一方で、将来にわたる問題

として認識され、世界的に様々な環境への取り組

みが進められている。 

私たちは、等しく健全で豊かな環境の恵みを享

受する権利を有するが、同様に豊かな環境を守り、

育てながら未来へと引き継ぐ責務も負っている。 

このような認識の下、人類の生存は自然環境が

もたらす恩恵によって支えられ、育まれてきたこ

とを改めて認識し、市、市民及び事業者の全てが

協働し、環境への負荷の低減に努めるとともに豊

かで快適な環境を保全しながら創造していくた

め、ここに本宮市環境基本条例を制定する。 

 

第1章 総則 

(目的) 

第1条 この条例は、環境の保全と創造について

の基本的な考え方を定め、市、市民及び事業者 

 

 

 の責務を明らかにするとともに、環境の保全と

創造に関する施策の基本的な事項を定めること

により、現在及び将来の市民が健康で安全かつ

快適な文化的生活を営むことができる良好な環

境の実現に資することを目的とする。 

(定義) 

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用

語の意義は、当該各号に定めるところによる。 

(1) 環境への負荷 人の活動により環境に加

えられる影響であって、環境の保全上の支障

の原因となっているもの及びそのおそれのあ

るものをいう。 

(2) 地球環境保全 人の活動による地球全体

の温暖化又はオゾン層の破壊の進行、海洋の

汚染、野生生物の種の減少その他の地球の全

体又は広範な部分の環境に影響を及ぼす事態

に係る環境の保全であって、人類の福祉に貢

献するとともに市民の健康で文化的な生活の

確保に寄与するものをいう。 

(3) 公害 環境の保全上の支障のうち、事業活

動その他の人の活動に伴って生ずる相当範囲

にわたる大気の汚染、水質の汚濁(水質以外の

水の状態又は水底の底質が悪化することを含

む。)、土壌の汚染、騒音、振動、地盤の沈下

及び悪臭によって、人の健康又は生活環境(人

の生活に密接な関係のある財産並びに動植物

及びその生育環境を含む。)に係る被害が生ず

ることをいう。 

(基本理念) 

第3条 環境の保全と創造は、全ての市民が健康

で安全かつ快適な文化的生活を営むことができ

る良好な環境を確保し、これを将来の世代へ継

承していくことを目的として行われなければな

らない。 

2 環境の保全と創造は、人と自然が共生し、環境

への負荷の少ない持続的発展が可能なまちの実

現を目的として行われなければならない。 
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3 地球環境保全は、人類共通の課題であり、すべ

ての日常生活及び事業活動において、積極的に

推進されなければならない。 

(市の責務) 

第4条 市は、基本理念に基づき、環境の保全と創

造に関する基本的かつ総合的な施策を策定し、

実施するものとする。 

2 市は、市民及び事業者が環境への理解を深め、 

かつ、意欲を高めるため必要な措置を講じなけ

ればならない。 

(市民の責務) 

第5条 市民は、基本理念に基づき、その日常生活

において環境への負荷の低減に自ら努めなけれ

ばならない。 

2 前項に定めるもののほか、市民は環境の保全

と創造に自ら努めるとともに、市が実施する環

境の保全と創造に関する施策に協力しなければ

ならない。 

(事業者の責務) 

第6条 事業者は、基本理念に基づき、その事業活

動に伴って生じる環境への負荷を低減するため、

自己の責任において、必要な措置を講じなけれ

ばならない。 

2 事業者は、法令、条例等の規定に違反しない場

合においても、良好な環境を損なうことのない

よう最大限の努力を払わなければならない。そ

の事業活動により良好な環境の侵害に係る紛争

が生じたときも同様とする。 

第2章 環境の保全と創造に関する施策 

(基本方針) 

第7条 市は、環境の保全と創造に関する施策を

策定し、実施するに当たっては、基本理念に基

づき、次に掲げる事項を基本方針とし、総合的

かつ計画的に行わなければならない。 

(1) 地球温暖化防止を推進するため、省資源、

省エネルギーの推進を行う。 

(2) 循環型社会を構築するため、廃棄物の適正

処理及び減量化等の推進を行う。 

(3) 豊かな自然環境を保つため、生物の多様性

を保全するとともに、河川、ため池、森林、

農地等の自然環境を体系的に保全し、自然と

共生できる地域づくりを行う。 

(4) 良質で健康的な生活環境を確保するため、

公害の未然防止、緑化の推進、歴史的・文化

的な景観の形成等を行う。 

(環境基本計画) 

第8条 市長は、環境の保全と創造に関する施策

を総合的かつ計画的に推進するため、その基本

的な計画(以下「環境基本計画」という。)を策

定しなければならない。 

2 市長は、環境基本計画を策定するに当たって

は、市民等の意見の反映に努めるとともに、本

宮市環境審議会の意見を聴かなければならない。 

3 市長は、環境基本計画を策定したときは、速や

かにこれを公表しなければならない。 

4 第2項の規定は、環境基本計画の変更について

準用する。 

(市の施策と環境基本計画との関係) 

第9条 市は、環境に影響を及ぼすと認められる

施策を策定し、実施するに当たっては、環境基

本計画との整合を図るとともに、環境の保全と

創造に配慮しなければならない。 

(市民等の意見の反映) 

第10条 市は、環境の保全と創造に関する施策を

策定し、実施するに当たっては、市民等の意見

の聴取及び反映に努めるものとする。 

(開発事業等に係る環境の配慮) 

第11条 市は、土地の形質の変更、工作物の新設

その他の自然環境の適正な保全に支障を及ぼす

おそれがある事業(以下「開発事業等」という。)

を行おうとする者が当該事業の実施に当たり、

あらかじめ当該事業に係る環境への影響につい

て適正に配慮するよう、自然環境の保全、開発

事業等の必要性その他の総合的見地から助言そ

の他の必要な措置を講ずるものとする。 

(市の率先実行) 

第12条 市は、自らが事業者及び消費者としての

立場であるとの認識のもとに、環境の保全と創
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造に資する行為を率先して実行するものとする。 

(環境教育及び環境学習の推進) 

第13条 市は、市民等が環境の保全及び創造につ

いての関心と理解を深めるとともに、市民等に

よる自発的な環境活動を行う意欲が増進される

ようにするため、環境教育及び環境学習が推進

されるように必要な措置を講ずるものとする。 

(環境施策の実施状況の公表) 

第14条 市長は、毎年度、環境の保全と創造に関

する施策の実施状況等を取りまとめ、その概要

を公表するものとする。 

(国、県及び他の自治体等との協力) 

第15条 市は、環境の保全と創造に関する広域的

な取り組みを必要とする施策については、国、 

県及び他の自治体等と協力して推進するよう努

めるものとする。 

(地球環境保全の推進等) 

第16条 市は、地球環境の保全に資するため、地

球温暖化の防止、オゾン層の保護等に関する施

策の推進を図るとともに、環境の保全及び創造

に関する国際的な連携に努めなければならない。 

第3章 環境審議会 

(設置) 

第17条 市長の環境の保全と創造に関する施策

を総合的かつ計画的に推進するうえで必要な事

項を調査審議するため、本宮市環境審議会(以下

「審議会」という。)を設置する。 

(所掌事務) 

第18条 審議会は、市長の諮問に応じ、次に掲げ

る事項を調査審議する。 

(1) 環境基本計画に関すること。 

(2) 環境の保全と創造に係る基本的事項に関

すること。 

(3) その他、環境の保全と創造に関し必要な事

項に関すること。 

2 審議会は、環境の保全と創造に関する重要事

項について、必要があると認めるときは、市長

に意見を述べることができる。 

(組織) 

第19条 審議会は、市長が委嘱する委員15人以内

をもって組織する。 

2 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。た

だし、委員が任期の途中で欠けた場合の後任者

の任期は、前任者の残任期間とする。 

(会長及び副会長) 

第20条 審議会に会長及び副会長を置く。 

2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。 

3 会長は、会務を総理し会議の議長となる。 

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があると

きは、その職務を代理する。 

(会議) 

第21条 審議会の会議は、会長が招集する。 

2 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ

会議を開くことができない。 

3 審議会の議事は、出席委員の過半数をもって

決し、可否同数のときは議長が決するところに 

よる。 

附 則 

(施行期日) 

1 この条例は、公布の日から施行する。 

(本宮市環境審議会条例の廃止) 

2 本宮市環境審議会条例(平成19年本宮市条例

第145号)は、廃止する。 
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○本宮市美しいまちづくり推進条例 

平成19年1月1日 

条例第146号 

 

(目的) 

第1条 この条例は、空き缶等及び吸い殻等の散

乱並びに飼い犬のふんの放置の防止に関し、本

市、市民等、事業者、占有者等の責務及び必要

な事項を定めることにより、地域の環境美化の

促進及び美観の保護を行い、もって清潔で美し

いまちづくりの形成に資することを目的とする。 

(定義) 

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用

語の意義は、当該各号に定めるところによる。 

(1) 空き缶等 飲食料を収納していた缶、瓶そ

の他飲食料を収納していた容器をいう。 

(2) 吸い殻等 たばこの吸い殻及びチューイ

ンガムのかみかすをいう。 

(3) 市民等 市民、滞在者及び旅行者をいう。 

(4) 事業者 市内で商業、工業、金融業その他

これらと同種の経済活動を営む者をいう。 

(5) 占有者等 土地及び建物を占有し、又は管

理する者をいう。 

(6) 空き缶等のごみ 空き缶等及び吸い殻等

をいう。 

(7) 回収容器 空き缶等を回収するための容

器をいう。 

(市の責務) 

第3条 市は、市の環境美化の促進及び美観の保

護(以下「環境美化の促進等」という。)を図る

ため、空き缶等のごみの散乱防止に関する施策

(以下「施策」という。)を策定し、これを実施

する責務を有する。 

2 市は、前項の施策を実施するため、市民等、事

業者、占有者等、県及び国に対して必要な協力

要請を行う責務を有する。 

(市長の責務) 

第4条 市長は、市民等、事業者及び占有者等に 

 

 

 対して、環境美化を促進するため、知識の普及

及び意識の向上を図る等、必要な措置を講じな

ければならない。 

(市民等の責務) 

第5条 市民等は、空き缶等のごみを散乱させな

いために、家庭の外で自ら生じさせた空き缶等

のごみを持ち帰り、又は回収容器に収容するよ

う努めなければならない。 

2 飼い犬の所有者又は飼養、管理する者(以下

「所有者等」という。)は、飼い犬を散歩させる

ときは、飼い犬のふんを持ち帰るための回収袋

等を携帯し、使用するよう努めなければならな

い。 

3 市民等は、自らの身近な地域における清掃活

動その他環境美化の促進等に関する実践活動に

積極的に参加するとともに、市が実施する環境

美化の促進等に関する施策に協力しなければな

らない。 

(事業者の責務) 

第6条 事業者は、その事業活動に付随して生じ

る空き缶等のごみの散乱を防止するとともに、

環境美化の促進等について被用者の啓発に努め

なければならない。 

2 事業者は、市が実施する環境美化の促進等に

関する施策に協力しなければならない。 

3 事業者のうち、容器に収容する飲食料を製造

する者及び容器に収容した飲食料(以下「容器飲

食料」という。)を販売する者は、空き缶等の散

乱を防止するために消費者に対する啓発及び再

資源化の可能な容器への転換に努めなければな

らない。 

4 事業者のうち、容器飲食料を販売する者は、容

器飲食料を販売する場所に回収容器を設け、空

き缶等を散乱させないよう当該回収容器を適正

に維持管理しなければならない。 

5 事業者のうち、たばこ又はチューインガムを

製造し、又は販売する者は、吸い殻等の散乱を
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防止するため、消費者に対する啓発に努めなけ

ればならない。 

6 観光業者(旅館業法(昭和23年法律第138号)第

2条第2項に規定するホテル営業、同条第3項に規

定する旅館営業、道路運送法(昭和26年法律第

183号)第2条第3項に規定する旅客自動車運送事

業その他観光に関する事業を行う者をいう。)は、

空き缶等のごみの散乱防止のため、観光客に対

する啓発に努めなければならない。 

(占有者等の責務) 

第7条 占有者等は、その占有し、又は管理する土

地及び建物周辺における空き缶等のごみの散乱

を防止するため、土地又は建物の利用者に対す

る啓発を行うとともに、散乱した空き缶等のご

みの清掃活動を行う等、環境整備に必要な措置

を講じなければならない。 

2 占有者等は、市が実施する環境美化の促進等

に関する施策に協力しなければならない。 

(植花等) 

第8条 市民、事業者及び占有者等は、草花、樹木

等の植栽に努め、環境美化及び美観の形成に協

力しなければならない。 

(禁止行為) 

第9条 市民等、事業者及び占有者等は、道路、河

川、水路、溜池、公園、広場、山林及び耕作地

(以下「公共の場所等」という。)に空き缶等の

ごみをみだりに捨ててはならない。 

2 飼い犬の所有者等は、飼い犬が公共の場所等

で排せつしたふんを放置してはならない。 

(自動販売機の設置届出) 

第10条 容器飲食料を自動販売機(規則で定める

自動販売機を除く。以下同じ。)により販売しよ

うとする者は、当該自動販売機ごとに、あらか

じめ、次に掲げる事項を市長に届け出なければ

ならない。 

(1) 氏名及び住所(法人にあっては、その名称

及び代表者の氏名並びに主たる事務所の所在

地) 

(2) 自動販売機の設置場所 

(3) 回収容器の設置場所及び管理の方法 

(4) その他規則で定める事項 

(変更等の届出) 

第11条 前条の規定による届出をした者(以下

「届出者」という。)は、当該届出に係る同条第

2号又は第3号に掲げる事項を変更しようとする

ときは、あらかじめ、その旨を市長に届け出な

ければならない。ただし、規則で定める軽微な

変更については、この限りでない。 

2 届出者は、当該届出に係る前条第1号に掲げる

事項に変更があったとき、又は当該届出に係る

自動販売機による容器飲食料の販売を廃止した

ときは、その日から30日以内にその旨を市長に

届け出なければならない。 

(承継) 

第12条 届出者からその届出に係る自動販売機

を譲り受け、又は借り受けた者は、当該届出者

の地位を承継する。 

2 届出者について相続又は合併があったときは、

相続人又は合併後存続する法人若しくは合併に

より設立した法人は、当該届出者の地位を承継

する。 

3 前2項の規定により届出者の地位を承継した

者は、その承継があった日から30日以内にその

旨を市長に届け出なければならない。 

(届出済証) 

第13条 市長は、第10条、第11条第2項(廃止の届

出に関する部分を除く。)又は前条第3項の規定

による届出があったときは、その届出をした者

に対し、届出済証を交付するものとする。 

2 前項の届出済証の交付を受けた者は、当該届

出に係る自動販売機の見やすい箇所に届出済証

をはり付けておかなければならない。 

3 第1項の届出済証の交付を受けた者は、当該届

出済証を亡失し、又はき損したときは、その事

実を知った日から15日以内に規則の定めるとこ

ろにより、その旨を市長に届け出なければなら

ない。 

4 市長は、前項の届出があったときは、その届出
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をした者に対して、届出済証を交付するものと

する。この場合においては、第2項の規定を準用

する。 

(回収容器の設置及び管理) 

第14条 容器飲食料を自動販売機により販売す

る者(以下「自動販売業者」という。)は、当該

自動販売機ごとに規則で定めるところにより、

回収容器を設置するとともに、当該回収容器を

適正に維持管理しなければならない。 

(勧告) 

第15条 市長は、前条の規定に違反していると認

めたときは、自動販売業者に対し、期限を定め

て回収容器を設置し、適正に維持管理をするよ

う勧告することができる。 

2 市長は、第9条第1項の規定に違反していると

認めたときは、空き缶等のごみを捨てた者に対

して、ごみを持ち帰り、又は回収容器に収納す

るなど適切な処分をするよう勧告することがで

きる。 

3 市長は、第9条第2項の規定に違反していると

認めたときは、犬のふんを放置した者に対して

ふんを持ち帰るなど適切に処分するよう勧告す

ることができる。 

(命令) 

第16条 市長は、前条第1項の規定による勧告を

受けた自動販売業者が正当な理由なくその勧告

に従わないときは、期限を定めて、その勧告に

従うべきことを命ずることができる。 

2 市長は、前条第2項又は第3項の規定による勧

告を受けた者が正当な理由なくその勧告に従わ

ないときは、期限を定めて、その勧告に従うべ

きことを命ずることができる。 

(土地の占有者等に対する勧告) 

第17条 市長は、空き缶等のごみが著しく散乱し

ている場合において、当該土地の占有者等が散

乱した空き缶等のごみの清掃活動その他の環境

美化の促進等に必要な措置を行っていないと認

められるときは、当該土地の占有者等に対し、

期限を定めて、当該措置を講ずるよう勧告する

ことができる。 

(立入調査) 

第18条 市長は、この条例の施行に必要な限度に

おいて、空き缶等のごみの散乱又は回収容器の

設置及びその維持管理の状況を調査するために

必要があると認めるときは、市長の指定する職

員に空き缶等のごみが散乱している土地又は当

該自動販売機が設置されている土地に立ち入り、

必要な調査をさせることができる。 

2 前項の規定による立入調査をする職員は、そ

の身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求が

あったときは、これを提示しなければならない。 

3 第1項の規定による立入調査の権限は、犯罪捜

査のため認められたものと解釈してはならない。 

(公表) 

第19条 市長は、第15条、第16条及び第17条の規

定による勧告又は命令を受けた者が正当な理由

がなく、その勧告又は命令に従わないときは、

その氏名、住所(法人にあっては、法人名及び本

店の所在地)、この条例による勧告又は命令に従

わない旨及びその違反の内容を公表することが

できる。 

 (環境美化推進員) 

第20条 市長は、地域における環境美化の促進等

に関し、本宮市環境美化推進員を選定し、次に

掲げる事項の実施について協力を求めることが

できる。 

(1) 自主的奉仕活動の促進及び助長に関する

指導及び助言 

(2) 自主的奉仕活動団体相互間の連絡調整及

び市が実施する施策と自主的奉仕活動との調

整 

(3) ごみの投棄及び犬のふんの放置防止に関

する啓発及び指導 

(4) 空き缶等のごみの散乱及び清掃活動状況

の調査報告 

(5) その他環境美化の促進等に必要な事項 

(環境美化の日の設定) 

第21条 市長は、環境美化の促進等について、市
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民の関心と理解を深めるため、規則の定めると

ころにより、環境美化の日を設ける。 

(適用上の注意) 

第22条 この条例の適用に当たっては、市民等、

事業者及び占有者等の権利を不当に侵害しない

ように留意し、空き缶等及び吸い殻等の不法投

棄を禁じている法令に留意しなければならない。 

(委任) 

第23条 この条例に定めるもののほか、この条例

の施行に関し必要な事項は、規則で定める。 

(罰則) 

第24条 第16条第1項の規定による命令に違反し

た者は、5万円以下の罰金に処する。 

2 第10条又は第11条第1項の規定による届出を

せず、又は虚偽の届出をした者は、3万円以下の

罰金に処する。 

3 第11条第2項(廃止の届出に関する部分を除

く。)又は第12条第3項の規定による届出をせず、

又は虚偽の届出をした者は、1万円の罰金に処す

る。 

第25条 法人の代表者又は法人若しくは人の代

理人、使用人その他の従業者が、その法人又は

人の業務に関して、前条の違反行為をしたとき

は、行為者を罰するほか、その法人又は人に対

しても、前条各項の罰金刑を科する。 

附 則 

(施行期日) 

1 この条例は、平成19年1月1日から施行する。 

(経過措置) 

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)

の前日までに、合併前の本宮町美しいまちづく

り推進条例(平成5年本宮町条例第28号。以下「本

宮町条例」という。)又は白沢村の美しい環境を

つくる条例(平成11年白沢村条例第9号)の規定

によりなされた処分、手続その他の行為は、そ

れぞれこの条例の相当規定によりなされた処分、

手続その他の行為とみなす。 

3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の

適用については、なお本宮町条例の例による。 
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○本宮市公害対策条例 

平成19年1月1日 

条例第144号 

 

(趣旨) 

第1条 この条例は、住民の健康で文化的な生活

を確保するため、法令に特別の定めがあるもの

のほか、市内事業者及び住民の公害の防止に関

する責務を明らかにするとともに公害の防止に

関する市の施策の基本となる事項を定めるもの

とする。 

(定義) 

第2条 この条例において「公害」とは、事業活動

その他の人の活動に伴って生ずる相当範囲にわ

たる大気の汚染、水質の汚濁(水質以外の水の状

態又は水底の底質が悪化することを含む。)、土

壌の汚染、騒音、振動、地盤の沈下(鉱物の掘採

のための土地の掘さくによるものを除く。)及び

悪臭によって、人の健康又は生活環境に係る被

害が生ずることをいう。 

(事業者の責務) 

第3条 事業者は、その事業活動に伴って生ずる、

ばい煙、汚水、廃棄物等の処理等、公害を防止

するために必要な措置を講じなければならない。 

2 事業者は、市が実施する公害防止に関する施

策に協力しなければならない。 

(市の責務) 

第4条 市は、国及び県の公害の防止に関する施

策と相まって、この条例に規定する施策を講ず

ることにより良好な生活環境を保全し、もって

住民の健康及び安全を確保するものとする。 

(住民の責務) 

第5条 住民は、公害を発生させることのないよ

うに常に努めなければならない。 

2 住民は、市が実施する公害の防止に関する施

策に協力しなければならない。 

(公害の防止に関する施策) 

第6条 市長は、おおむね次に掲げる施策を講じ、 

 

 

 公害の防止に努めるものとする。 

(1) 公害の状況を把握するために必要な監視

及び測定に関すること。 

(2) 公害を防止するために必要な都市施設等

の整備に関すること。 

(3) 公害の防止に資するために緑地の保全そ

の他自然環境の保護に関すること。 

(4) 事業者が行う公害の防止のための施設の

設置又は改善に要する資金のあっ旋その他の

援助に関すること。 

(5) 事業者及び住民に対する公害の防止につ

いての啓もうに関すること。 

(6) 公害に係る紛争が生じた場合には、その公

正な処理をするため、県及び関係市町村と協

力し、その適切な処理に努めること。 

(苦情等の処理) 

第7条 市長は、公害に係る苦情、陳情等について

住民の相談に応じ、県及び関係市町村と協力の

下に、その適切な処理に努めるものとする。 

(処理計画) 

第8条 市長は、公害防止のため事業者の事業活

動により公害が発生し、又は発生するおそれが

あると認められるときは、当該事業者に対し期

限を定めて、公害を防止するための処理計画を

作成させ、その提出を命ずることができる。 

2 市長は、前項の規定により処理計画の作成及

び提出を命ずるときは、当該計画に記載すべき

事項を示して行わなければならない。 

3 市長は、第1項の規定により処理計画の提出が

あった場合において、当該計画が公害を防止す

るために十分な計画でないと認めたときは、本

宮市環境審議会の意見を聴いて、当該計画の変

更を命ずることができる。 

4 市長は、前項の規定により処理計画の変更を

命じようとするときは、当該事業者又はその代

理人に口頭又は文書で弁明の機会を与えなけれ

ばならない。 
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5 市長は、事業者が第1項の規定により提出した

処理計画又は第3項の規定により変更を命じら

れた処理計画において定めた措置を講じないと

きは、本宮市環境審議会の意見を聴いて当該事

業者に対し期限を定め、当該計画において定め

た措置の実施を命じることができる。 

6 第4項の規定は、前項の規定により実施を命じ

ようとする場合について準用する。 

(緊急時の措置) 

第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当する

ときは、関係事業者に対し、ばい煙又は汚水の

排出量の減少について協力を求めることができ

る。 

(1) 気象状況の影響により大気の汚染が著し

く人の健康又は生活環境を損なうおそれがあ

ると認めるとき。 

(2) 異常な湯水その他これに準ずる事由によ

り水質の汚濁が著しく人の健康又は生活環境

を損なうおそれがあると認めるとき。 

2 事業者は、前項の規定により協力を求められ

た場合は、速やかにばい煙又は汚水の排出量の

減少について、適切な措置を講ずるとともに、

その措置の状況を市長に報告しなければならな

い。 

(報告事項) 

第10条 事業者は、次の各号に掲げる場合に該当

するときは、当該各号に定める事項を直ちに市

長に報告しなければならない。 

(1) その者の事業活動により公害が発生し、又

は発生するおそれがあると認められるとき 

その発生し、又は発生するおそれがあると認

められる公害の内容及び当該公害の防止のた

めに講じようとする措置の状況 

(2) その者の管理する施設について故障、破損

その他の事項が発生した場合において、当該

事項により公害が発生し、又は発生するおそ

れがあると認められるとき その事故の状況

並びにその事故に対する応急の措置の内容及

び復旧工事の計画 

2 市長は、前項に定めるもののほか、この条例の

施行に必要な限度において事業者に対し、公害

の防止に関して必要な事項の報告を求めること

ができる。 

(立入検査) 

第11条 市長は、この条例の施行に必要な限度に

おいて、その職員をして公害を発生し、又は発

生するおそれがあると認められる事業者の工場

又は事業場に立ち入り、その施設帳簿書類その

他の物件を検査させることができる。 

2 前項の規定により立入検査をする職員は、そ

の身分を示す証明書を携帯し、関係人にこれを

提示しなければならない。 

3 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜

査のために認められたものと解してはならない。 

(委任) 

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、市

長が別に定める。 

(罰則) 

第13条 第8条第5項の規定による命令に違反し

た者は、5万円以下の罰金に処する。 

2 第8条第1項の規定による命令に違反した者は、

3万円以下の罰金に処する。 

第14条 次の各号のいずれかに該当する者は、1

万円以下の罰金に処する。 

(1) 第10条第2項の規定による報告をせず、又

は虚疑の報告をした者 

(2) 第11条第1項の規定による検査を拒み、妨

げ、又は忌避した者 

第15条 法人の代表者又は法人若しくは人の代

理人、使用人その他の従業者が、その法人又は

人の業務に関して前2条の違反行為をしたとき

は、行為者を罰するほか、その法人又は人に対

しても、各本条の罰金刑を科する。 

附 則 

(施行期日) 

1 この条例は、平成19年1月1日から施行する。 

(経過措置) 

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)
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の前日までに、合併前の本宮町公害対策条例(昭

和47年本宮町条例第3号。以下「合併前の条例」

という。)の規定によりなされた処分、手続その

他の行為は、この条例の相当規定によりなされ

た処分、手続その他の行為とみなす。 

3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の

適用については、なお合併前の条例の例による。 
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用 語 説 明 

 

 ▶ ア 行 

 

アイドリングストップ ───────── P18 

 自動車の停車時にエンジンを切ること。不必要な

燃料の消費を抑え、二酸化炭素の排出を抑制するこ

とがねらい。 

 

空き家 ──────────────── P25 

 居住その他の使用がなされていないことが常態で

ある建物。適切な管理が行き届かない空き家は、安

全性の低下、公衆衛生の悪化、景観の阻害など多岐

にわたる問題が懸念されている。 

 

アスベスト ────────────── P22 

 日本名で石綿といい、蛇紋石や角閃石が繊維状に

変形した天然の鉱石で無機繊維状鉱物。建物などの

断熱材や防火材、機械などの摩擦防止用などに大量

に使用されたが、空中に飛散した石綿繊維を長期間

大量に吸入すると肺癌や中皮腫の誘因となる。2011

年度以降は、新たな石綿製品は日本では製造されて

いない。 

 

阿武隈川サミット ────────  P28、P31 

 母なる川、阿武隈川をよく知り、川との共生を目

指しながら、流域それぞれの実態に即した治水─利

水計画との調和を図り、河川環境保全を推進するた

め、福島県─宮城県内の阿武隈川沿いの自治体の長

が一堂に会し、それぞれの地域で役割分担をしなが

ら、次世代に共通の遺産として良好な河川環境を伝

えていくため、平成6年に発足した。 

 

ウォームシェアスポット ──────── P18 

 地球温暖化対策の一環として、電力等エネルギー

需要が高まる冬季に、市民が快適に過ごせる施設を

ウォームシェアスポットとして登録し、家庭等の消

費エネルギーの削減、地域の活性化につなげること。 

 

ウォームビズ ───────────── P18 

 秋冬のオフィスの暖房設定温度を省エネ温度の

20度にし、暖かい服装を着用する秋冬のビジネスス

タイルのこと。 

 

エコクッキング ──────────── P30 

 身近な食生活からはじめるエコ活動。環境を思い

やりながら、「買い物」「調理」「食事」「片づけ」を

すること。 

 

エコチャレンジ事業 ───────  P16、P18 

 地球温暖化防止のためには、温室効果ガス総排出

量の約5分の1を占める家庭部門における排出削減

が不可欠であることから、電力使用量の削減など県

民一人ひとりの行動に結びつく省エネルギー活動を

促進するための福島県の事業。 

 

エネルギー起源CO2 ──────────  P34 

 燃料の燃焼で発生─排出される二酸化炭素。 

 

オゾン層 ───────────── P 4、P19 

 地球の大気中でオゾン濃度が比較的高い部分のこ

と。地上から約20～50㎞ほどの成層圏に多く存在す

る。成層圏のオゾンは太陽光に含まれる有害な紫外

線の大部分を吸収して、地球上の生態系を保護して

いる。大気中に放出されるフロンなどのオゾン層破

壊物質によりオゾン濃度が低下した部分をオゾンホ

ールと呼ぶ。 

 

温室効果 ─────────────── P16 

 地球をとりまく大気が太陽から受ける熱を保持し、

一定の温度を保つ仕組みのこと。二酸化炭素などの

大気中の気体(温室効果ガス)が温室効果をもたらす。 

 

温室効果ガス ───────────── P17 

 大気中に存在すると赤外線を吸収し温室効果をも

たらす気体のこと。二酸化炭素のほかにも、メタン、

フロン、亜酸化窒素なども温室効果を引き起こし、

単位量当りの効果が大きいため、排出量が少なくて

も地球環境への影響が甚大とされる。 

 

 

 ▶ カ 行 

 

海洋プラスチック汚染 ───────── P30 

 川に流されたごみは海に辿り着き、有機物のごみ

は微生物などの働きで長い年月をかけて分解さるが、

プラスチックは熱や太陽の紫外線を受けもろく砕け
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る。いくら小さくなっても、分解してなくなること

はない。直径5ミリ─メートル以下のとても小さな

プラスチックを「マイクロプラスチック」と呼び、

その小さなプラスチックは、海の生き物がえさと間

違えて食べてしまうことがあり、海の生態系への影

響、そして、プラスチックには有害物質が付着しや

すく、いずれは食物連鎖の頂上である私たちの食卓

に到達するおそれがある。 

 

環境ISO ─────────────── P38 

 国際標準化機構（International Organization for 

Standardization）が1996年9月に制定した環境管

理システム（EMS）の国際規格。ISO14001 は環境に

配慮し、環境負荷を継続的に減らすシステムを構築

した組織に認証を与えるというマネジメントシステ

ム規格である。組織の長が環境対策の方針を出し、

実現のための計画を立案、実施─運用した上で、第

三者機関による定期的な点検が義務付けられている。 

 

環境ホルモン ─────────────  P10 

 外因性内分泌攪乱化学物質という。内分泌攪乱物

質などと省略することも多い。環境中にある物質が

体内に取り込まれ、ホルモン作用を乱す（かく乱す

る）という意味で、環境ホルモンと通称される。 

 

環境マネジメントシステム（EMS） ─ P18、P38 

 事業組織が法令等の規制基準を遵守するだけでな

く、自主的、積極的に環境保全のために取る行動を

計画・実行・評価することであり、①環境保全に関

する方針、目標、計画等を定め、②これを実行、記

録し、③その実行状況を点検して、④方針等を見直

すという一連の手続きを環境マネジメントシステム

（環境管理システム）と呼ぶ。 

 

クリーンエネルギー ────────── P 1 

 電気や熱などに変える際、二酸化炭素や窒素酸化

物などの有害物質を排出しない、または排出量の少

ないエネルギー源のこと。自然エネルギーや再生可

能エネルギーとも呼ばれる。 

 

クリーンエネルギー自動車 ─────── P38 

 石油以外の資源を燃料に使うことによって、二酸

化炭素、窒素化合物などの排出量を少なくした自動

車。天然ガス自動車、電気自動車、メタノール自動

車、水素自動車、ハイブリッド車、燃料電池車など

がある。 

 

クールシェアスポット ───────── P18 

 地球温暖化対策の一環として、電力等エネルギー

需要が高まる夏季に、市民が快適に過ごせる施設を

「クールシェアスポット」として登録し、家庭等の

消費エネルギーの削減、熱中症予防、地域の活性化

などにつなげる。 

 

クールビズ ────────────── P18 

 夏のオフィスの冷房設定温度を省エネ温度の 28

度にし、それに応じた軽装化する夏のビジネススタ

イルのこと。 

 

グリーン購入 ───────────── P18 

 企業や国─地方公共団体が商品の調達や工事発注

などに際し、できるだけ環境負荷の少ない商品や方

法を積極的に選択するやり方。グリーン購入を率先

して実施する企業や自治体などで構成する｢グリー

ン購入ネットワーク｣で基準などを取り決めている。 

 

光化学オキシダント ────────── P22 

 自動車や工場・事業場などから排出される大気中

の窒素酸化物、揮発性有機化合物などが、太陽から

の紫外線をうけ光化学反応を起こして作り出される

物質の総称。 

 

光化学スモッグ ──────────── P22 

 光化学オキシダント濃度が高くなり、空が白く「も

や」がかかったような状態になる。目やのどの粘膜

を刺激したり、農産物に悪影響を与えたりする恐れ

がある。 

 

公害 ───────────────── P14 

 人の事業や生活などに伴って生じる大気汚染、水

質汚濁、騒音や悪臭などが、人の健康や生活環境に

被害を及ぼすこと。｢環境基本法｣においては、｢環境

の保全上の支障のうち、事業活動その他の人の活動

に伴って生ずる相当範囲にわたる大気の汚染、水質

の汚濁、土壌の汚染、騒音、振動、地盤の沈下およ

び悪臭によって人の健康または生活環境に係る被害

が生じることをいう｣と定義されている。 
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 ▶ サ 行 

 

災害破棄物 ────────────── P23 

 自然災害に直接起因して発生する廃棄物のうち、

生活環境保全上の支障へ対処するため、市町村等が

その処理を実施するもの。 

 

再生可能エネルギー ────────── P14 

 我が国の主要なエネルギー源である石油・石炭な

どの化石燃料は限りがあるエネルギー資源である。

これに対し、太陽光や太陽熱、水力、風力、バイオ

マス、地熱などのエネルギーは、一度利用しても比

較的短期間に再生が可能であり、資源が枯渇しない

エネルギー。温室効果ガスを排出せず、国産のエネ

ルギー源となる。 

 

持続可能な社会 ──────────── P31 

 現代の世代が、将来の世代の利益や要求を充足す

る能力を損なわない範囲内で環境を利用し、要求を

満たしていこうとする理念。 

 

循環型社会 ─────────── P11、P29 

 地球環境保全、廃棄物リサイクルの気運の高まり

の中で、大量生産・大量消費・大量廃棄型の社会経

済のあり方に代わる資源─エネルギーの循環的な利

用がなされる社会をイメージした言葉として使われ

るようになった。 

 

省エネ性能 ────────────── P18 

 省エネルギー能力の特性を大きさで表したもの。

「省エネ性能が高い」、「省エネ性能が低い」という

ように使用する。 

 

食品ロス ─────────────── P30 

 食べられるのに捨てられてしまう食品。食品ロス

を削減して、食品廃棄物の発生を減らしていくこと

が重要。日本では、まだ食べられるのに廃棄される

食品、いわゆる「食品ロス」は646万トン（平成27

年度推計）。 

 

新エネルギー ───────────── P 8 

 公的には｢新エネルギーの利用等の促進に関する

特別措置法｣（新エネルギー法）において｢新エネル

ギー利用等｣として定義され、同法に基づき政令で指

定されるもののことを指す。現在、指定されている

新エネルギーは、バイオマス、太陽熱利用、雪氷熱

利用、地熱発電、風力発電、太陽光発電などであり、

すべて再生可能エネルギーである。 

 

新エネルギービジョン ───────── P 8 

 本宮市が平成22年に策定した計画で、本市におけ

る新エネルギー導入の可能性や基本的な方向性を示

すとともに、新エネルギーの普及を効果的に実践す

るための指針となる。 

 

水素ステーション ─────────── P18 

 燃料電池自動車の動力源である水素を、供給する

ための施設。 

 

生物多様性 ────────────── P27 

 地球上の生物の多様さとその生息環境の多様さを

いう。生態系は多様な生物が生息するほど健全であ

り、安定しているといえる。 

 

先進環境対応車 ──────────── P18 

 次世代自動車（ハイブリッド自動車、電気自動車、

プラグインハイブリッド自動車、燃料電池自動車、

クリーンディーゼル自動車等）に、その時点の技術

水準に照らして環境性能に優れた内燃機関車を加え

たもの。 

 

 

 ▶ タ 行 

 

ダイオキシン ──────────  P10、P22 

 有機塩素化合物の一種であるポリ塩化ジベンゾー

パラージオキシン（PCDD）を略して、｢ダイオキシン｣

と呼ぶ。｢ダイオキシン類｣は、塩素含有物質等が燃

焼する際に発生する、狭義のダイオキシンとよく似

た毒性を有する物質をまとめて表現するもの。ダイ

オキシン類対策特別措置法（1999）では、PCDD、ポ

リ塩化ジベンゾフラン（PCDF）、コプラナーポリ塩化

ビフェニル（Co-PCB）をあわせて｢ダイオキシン類｣

と定義。 

 

大腸菌群数 ────────────── P20 

 大腸菌群数は、大腸菌及び大腸菌と性質が似てい
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る細菌の数のことをいう。大腸菌群数は、検水 1mℓ

中の個数（正確には培養後のコロニー数）または、

検水100mℓ中の最確数（MPN）で表される。 

 

地球温暖化 ──────────── P 1、P16 

 二酸化炭素（CO2）をはじめとする温室効果ガスの

濃度が増加し、地表面の大気や海洋の平均温度が上

昇すること。温室効果ガスの濃度上昇の最大の原因

は、石炭、石油等の化石燃料の燃焼であり、さらに

大気中の炭素を吸収貯蔵する森林の減少がそれを助

長している。 

 

低公害車 ─────────────── P38 

 大気汚染物質の排出が少なく環境負荷の少ない自

動車。 

 

低炭素社会 ────────────── P17 

 地球温暖化の原因とされる二酸化炭素などの排出

を、現状の産業構造やライフスタイルを変えること

で低く抑えた社会。化石燃料使用量の削減、高効率

エネルギーの開発、エネルギー消費の削減、資源の

有効利用などによって実現を目指す。 

 

出前講座 ──────────── P12、P31 

 市民等が主催する集会等に市職員を派遣し、市の

まちづくりや暮らしに役立つ情報について説明する

市の事業。 

 

 

 ▶ ナ 行 

 

燃料電池自動車 ──────────── P18 

 水素を燃料電池に与え、水素と酸素の化学反応に

よって電力を生み出し、モーターを動かす。水素ス

テーションで燃料となる水素を補給する。 

 

 

 ▶ ハ 行 

 

ハイブリッド車 ──────────── P38 

 ガソリンエンジンと電気モーターなど、複数の動

力源を搭載する自動車。 

 

 

バイオディーゼル燃料（BDF） ─────  P30 

 生物由来油から作られるディーゼルエンジン用燃

料の総称で、排気ガス中の二酸化炭素・黒煙・硫黄

酸化物の排出量が大幅に減ることから、地球にやさ

しい再生可能エネルギーと言われている。 

 

バイマスエネルギー ────────── P 1 

 樹木や草などの生物体を作っている有機物を利用

したエネルギー。バイオマスを燃やすと二酸化炭素

が排出されるが、もともと光合成で吸収した二酸化

炭素に由来しているため、バイオマスを燃やしても

空気中の二酸化炭素の量はプラスマイナスゼロとい

う計算が成り立つ。 

 

ヒートアイランド ─────────── P26 

 周辺地域よりも高温の空気が都市域をドーム状に

おおう。都市化に伴う地表面の人工的改変、大量の

エネルギー消費などで熱がたまることがその成因。

気温分布図の等値線が島の形を描くことから熱の島。 

 

微小粒子状物質 

 〔PM2.5〕を参照。 

 

福島議定書事業 ─────────  P16、P18 

 福島県内の学校や事業所が、地球温暖化対策の実

施を知事と「議定書」として取り交わし、省資源・

省エネルギーなどの地球温暖化対策に取り組む事業。 

 

フロン ─────────────  P 8、P19 

 フロンは、炭化水素の水素を塩素やフッ素で置換

した化合物（CFC、HCFC、HFC）の総称で、このうち

水素を含まないものをクロロフルオロカーボン

（Chlorofluorocarbons; CFCs）と呼んでいる。 

特定の種類のフロンは対流圏ではほとんど分解され

ずに成層圏に達し、そこで塩素を放出してオゾンを

酸素原子に分解することがわかってきた。これがい

わゆるオゾン層の破壊である。 

 

 

 ▶ マ 行 

 

マイバック ────────────── P30 

 レジ袋の過剰な消費から、繰り返し利用できる買

い物袋の使用に切り替えることで、ごみの削減、温
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室効果ガスの削減、原料となる原油の節約、海洋プ

ラスチック汚染問題の解消などを目的としている。 

 

 

 ▶ ラ 行 

 

リサイクル ───────────  P11、P29 

 廃棄物等を再資源化し、新たな製品の原料として

利用すること。 

 

リデュース ────────────── P29 

 ごみになるものの発生を抑制すること。 

 

リユース ─────────────── P29 

 そのままの形体でもう一度使うこと。再使用。 

 

 

 ▶ 英 数 

 

ＢＤＦ 

 〔バイオディーゼル燃料〕を参照。 

 

ＢＯＤ ──────────────── P20 

 生物化学的酸素要求量（Biochemical Oxygen 

Demand の略）。溶存酸素の存在下で、水中の有機物

質などが生物化学的に酸化─分解される際に消費さ

れる酸素量のことで、数値が大きくなるほど汚濁し

ていることを示す。河川の水質汚濁の一般指標とし

て用いられる。 

 

ＣＯＰ２１ ────────────── P17 

 気候変動枠組条約締約国会議（Conference of 

Parties）の略称であり、地球温暖化対策に世界全体

で取り組んでいくための国際的な議論の場を指す。

2015 年秋に 21 回目の会議がパリ（フランス）で開

催されたため、この会議をCOP21またはパリ会議と

呼ぶ。そして、COP21 で採択されたのがパリ協定と

いう国際的な取り決め。 

 

ＤＯ ───────────────── P20 

 溶存酸素量（Dissolved Oxygen の略）。水中に溶

けている酸素の量を示す。溶存酸素量は、汚染度の

高い水中では少なくなる。逆に水温が高いほど、気

圧が低いほど、塩分濃度が高いほど濃度は低くなる。 

 

ＩＰＣＣ ─────────────── P16 

 国際気候変動に関する政府間パネル

（Intergovernmental Panel on Climate Change の

略）。人為起源による気候変化、影響、適応及び緩和

方策に関し、科学的、技術的、社会経済学的な見地

から包括的な評価を行うことを目的として、1988年

に国連環境計画（UNEP）と世界気象機関（WMO）によ

り設立された組織。 

 

ＬＥＤ ──────────────── P 8 

 一方向に電圧を加えた時に発光する半導体の素子

のこと。発光ダイオード。白熱電球と比べると寿命

がかなり長く、また電気を直接光に変えるため、エ

ネルギーの変換効率が非常に良い。 

 

ｐＨ ───────────────── P20 

 水素イオン濃度指数（potential Hydrogen, power 

of Hydrogenの略）。物質の酸性、アルカリ性の度合

いを示す指標(記号は pH となるもので、0～14の間

の数値で表現される。pH7が中性、7から小さくなる

ほど酸性が強く、7 を超えるほどアルカリ性が強く

なる。 

 

ＰＭ２．５ ──────────── P10、P22 

 大気中に浮遊している直径2.5μm（1μm（マイク

ロメートル）＝1mmの1000分の1）以下の非常に小

さな粒子。工場や自動車、船舶、航空機などから排

出されたばい煙や粉じん、硫黄酸化物などの大気汚

染の原因となる粒子状の物質のこと。 

 

ＳＳ ───────────────── P20 

 浮遊物質（suspended solids の略）。水中に浮遊

している物質のこと。測定方法は一定量の水をろ紙

でこし、乾燥してその重量を測る。数値（mg/l）が

大きいほど濁りの度合いが大きいことを示す。 
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